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 質　問　事　項 
 

№　１－１　

　新１年生の交通安全対策の強化を

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　４月、尾張旭市では新１年生が初めて一人で通学路を歩き始めます。警視

庁の「令和７年中　小学生の交通人身事故発生状況」の学年別死傷者数に関

する統計を見ますと、歩行中に事故に遭う小学生のうち、最も多いのは１年

生で、全学年の約３割を占めています。 

　さらに、事故が最も集中するのは“入学直後の４〜６月”であり、特に１

年生は「通学に不慣れ」「注意力の未熟さ」が重なりリスクが高いとされて

います。 

　こうしたリスクを補うために、全国の自治体では黄色い帽子やランドセル

カバーなど、目に入りやすい視認性を高める対策が長年にわたり採用され、

その効果が実証されてきました。 

　実際、一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）の調査では、黄色い帽子や

カバーを着用した児童は、ドライバーからの視認距離が約 1.5 倍に伸びると

いう結果も示されています。 

　地域の方々からも「黄色い帽子があるから気付けた」「カバーがあると遠

くからでも分かる」といった声が寄せられています。 

　尾張旭市の通学路は生活道路と重なる区間が多く、見通しの悪い交差点も

点在しています。こうした環境では、目に入りやすく気付きやすいといっ

た、視認性向上策は“あって当たり前”ではなく、“なくなれば危険が増

す”対策です。子どもたちが安心して学校へ向かえることは、市の責任であ

り、保護者・地域の安心にも直結します。　新１年生の交通安全対策の強化

について、市の考えを伺います。 

 

（１）　新１年生の子どもの発達特性に基づく対策について 

　　　　全国の事故統計では、歩行中の小学生の事故の約３割が１年生であ

る事実を、市としてどのように受け止めてみえるのか、子どもの発達

特性に基づく対策について伺います。 

 

（２）　黄色い帽子・ランドセルカバーなどの視認性を高める対策について 

　　　　入学直後の 1 年生に対して、視認性向上（黄色い帽子・ランドセル

カバー等）や交通安全を強化する必要性について、市の見解と今後の

予算計上についての考えを伺います。
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 質　問　事　項 
 

№　１―２　

　新１年生の交通安全対策の強化を

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

（３）　通学路における危険について 

　　　　市内の通学路における事故やヒヤリハット情報をどのように収集・

分析し、どのような対策を行ってみえるのか伺います。 

 

（４）　保護者・地域・学校の安心につながる社会的効果について 

　　　　新１年生の交通安全対策を強化することで、保護者・地域・学校の

安心感向上につながる社会的効果についてどのように考えてみえるの

か伺います。
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 質　問　事　項 
 

№　２　

登下校時の熱中症対策のために

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　この質問は、昨年９月議会において質問をさせていただきましたが、その

時の御答弁の内容において、御検討いただいたことや、更に具体的な取組に

ついて質問させていただきます。近年の暑さを考えると今年の夏も暑くなる

のではないかと思います。文部科学省からの依頼通知「学校教育活動等にお

ける熱中症事故の防止について」の、冒頭には「児童生徒等の熱中症事故を

防ぐためには、それほど気温の高くない時期から適切な措置を講ずること」

とあります。環境省の熱中症予防サイトでは、暑くなり始める時期や、急に

暑くなった場合は、身体が暑さに慣れていないため、熱中症の発生件数が増

加する傾向にあるとし、過去５年間の５月からの気温が情報発信されており

ます。まさに、今から対策を講じる必要があります。 
 
（１）　下校時に冷えた保冷剤を 
　　　　９月議会では、「クールネックリングなどを保冷するための冷凍庫

は、新たに購入することなく、各学校にある既存の冷凍機器で対応し

ていきたい」と御答弁いただきました。既存の冷凍機器について、具

体的にどのようなものなのか、また、昨年実際に使用されたのかをお

聞きします。 
 
（２）　通学路におけるクーリングシェルター及びクールシェアスポットの

拡大について 
　　　　昨年の御答弁では、民間事業者の方に御協力をいただきながら、

クーリングシェルター、クールシェアスポットの拡大に取り組んでい

かれるとのことでありましたが、進捗状況をお伺いいたします。 
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 質　問　事　項 
 

№　３　

「耳で聴くハザードマップ」の導入を

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　「耳で聴くハザードマップ」とは、利用者が使用する端末の GPS 機能と連

携させ、現在地や周辺の災害予測や最寄りの避難場所などの情報を音声で伝

える防災情報ツールです。視覚障がい者や、高齢者、日本語の読み書きが苦

手な方など、市の情報を「読むこと、見ること」が困難な方に対し、音声に

よる情報提供は重要であります。災害時の行動判断を支える“誰一人取り残

さない防災”の実現に直結します。 

 

（１）　「耳で聴くハザードマップ」の必要性と現状認識について 

　　　　紙媒体中心のハザードマップでは、情報取得が困難な市民が見える

ことについての現状認識と、「耳で聴くハザードマップ」の必要性に

ついてのお考えを伺います。 

 

（２）　多言語対応・子どもへの防災教育としての活用について 

　　　　「耳で聴くハザードマップ」は多言語化が容易で、子どもにも理解

しやすい特徴があります。外国人の市民や子どもへの防災教育として

活用できると考えますが、市の見解を伺います。 

 

（３）　防災訓練・地域活動での活用について 

　　　　音声で避難経路を確認できる仕組みは、防災訓練や学校教育でも活

用できます。地域や学校と連携し、「耳で聴くハザードマップ」を訓

練に取り入れる考えはありますか。市の見解を伺います。 

 

（４）　「耳で聴くハザードマップ」の導入を 

　　　　誰一人取り残さない防災を進める上で、「耳で聴くハザードマッ

プ」は有効な手段です。導入についてのお考えを伺います。
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 質　問　事　項 
 

№　４―１　

　公共施設に生理用品の設置を

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　生理は、突然起こり得る、ごく自然な身体の現象です。しかし、外出先で

生理用品が手元になく、困り、恥ずかしい思いをし、行動を制限せざるを得

なかった経験を持つ方は少なくありません。また、生理用品がないことで、

健康を損なうこともあります。 
　また、「生理が不安だから外出を控える」、「学校や地域活動を休む」と

いった声も、実際に寄せられています。 
　これは個人の問題ではなく、誰もが安心して過ごせる社会を作るための環

境整備の問題です。さらに、災害時には生理用品が不足しやすく、災害が発

生するたび、避難所で困る方が毎回のようにおられます。 
　平時から公共施設に生理用品を備えておくことは、防災の観点からも極め

て重要です。 
　生理用品の設置は、 
①健康と人権を守ること　②社会参加を支えること　③災害時の備えとなる

こと 
　この３つの視点から、自治体として取り組むべき基本的な施策だと考えて

います。生理用品を公共施設に設置することの必要性と、その具体的な進め

方について、市の考えを伺います。 
 
（１）　健康と人権の視点について 
　　　　生理は病気ではなく、自然な身体現象です。しかし、突然の生理で

生理用品を入手できない状況は、健康リスク・尊厳の喪失・行動制限

につながります。生理用品が手元にないと、感染症リスクや皮膚トラ

ブルが増えます。「急に来た」、「持ち合わせがない」ことで外出先

で困る方は多く、生理用品はトイレットペーパーと同じ“基本的な衛

生資材”であります。生理用品はぜいたく品ではなく、健康と尊厳を

守るための必需品です。健康と人権の視点から、生理用品の設置につ

いてどのように認識されてみえるのか伺います。
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 質　問　事　項 
 

№　　４－２　　　

　公共施設に生理用品の設置を

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

（２）　社会参加の視点について 

　　　　生理用品が公共施設にあることで、女性・若者・子育て世代・外国

人など、多様な市民の社会参加が促進されます。生理が理由で外出を

控える方は少なくなく、公共施設に生理用品があれば、外出・学習・

仕事・地域活動が継続しやすくなります。市役所を始め、保健福祉セ

ンターや図書館、体育館などでの設置は、来訪者の安心にもつながる

と考えます。さらに、ジェンダー平等を掲げる自治体として、生理用

品の設置を“環境整備”として位置付ける考えはありませんでしょう

か。生理が理由で行動が制限される社会は、まだ平等とは言えませ

ん。社会参加の視点から、生理用品の設置についてどのように認識さ

れてみえるのか伺います。 

 

（３）　災害時の視点について 

　　　　生理用品は災害時の必需品です。平時から公共施設に備蓄・設置し

ておくことは、防災・福祉の両面で合理的な施策だと考えます。避難

所には生理用品が備蓄されていますが、公共施設に設置することで、

日常と非常時の区別をなくし、普段使いの物やサービスを災害時にも

役立てる「フェーズフリー」の防災になるものと考えます。災害時の

視点から、公共施設に生理用品を設置することについてどのように認

識されてみえるのか伺います。 

 

（４）　公共施設に生理用品の設置を 

　　　　名古屋市や兵庫県明石市、北海道札幌市、福岡県福岡市、京都府宇

治市など、全国では既に、生理用品を公共施設に置くことは、衛生用

品としての設置であり“当たり前の環境整備”として進んでいます。 

　　　　誰かが困ると分かっているなら、備えるのがまちの優しさです。生

理用品の設置は、その第一歩です。尾張旭市も、誰もが安心して過ご

せるまちとして、公共施設に生理用品を設置することを進めていただ

けないでしょうか。


